
様式第１０号 （第７条関係）
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電話

Ｊ１　 日　　※

・　　 令和

生年 Ｊ１ 日　戮

Ｘ、 Ｊ１日

１． 受給者が 日本国内 に住所を有し なく なった

２． 受給者が他の市ｍ］＾村（特Ｓ！ｌ ｌｘ を含 む） に転出した

３． 受給者が児まと別居するこ ととなった（単身赴任の場合を除く）

４． 未成年後見人でな くなった

５． 又母指定者でなく なった（児童の生計を維持する又４等の帰国）

６． 児童について、次の事実が生じた

①　死１とした

②　監護しな くなった

③　生計を回 じく しな くな った

④　生計を維持しなく なった

⑤　日本国内に住所を有しなく なった（留学を１！ＦＩＥＩとする ものを除く）

⑥　児ｉｔ自 ｊｌ生活援助を受け、 ｍ親等への委Ｍ１又．は児ま福祉加ｉ設等への入ＪＷ若し くは入院し
た

⑦　その他　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７． その他　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６の 場合 にお ける 児童 の氏名

消滅 事Ｆｔｌ の発 生し た年 Ｊ］ 日　　 令和

備
　
考

○
○
Ｏ

裏面の注意を よく 読んでか ら２入してく ださ い。
・印の欄は、 記入 しないで くだ さい。
字は、楷書（ かい しよ ）ではっ きり 書いてく ださい

●

（日 本産業規格Ａ列４ 番）
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備考

１．

２．

（裏面）

を給者が他の市ｍ‘村 （４考ＳＩＩＸを含みます。） に住所を変Ｗ した こと によ りＲｉｔ手肖のを奈台

事由が消縦した場合で、その住所の変更について、４ｉ出ｉｌ に児１１手肖の受給者であること

をきいて技１ １Ｂ した場合には、こ のな１は提出する必Ｗはあ りま せん。なお、 ６の⑦又は７を

○で囲んだ４合は、（　 ）内にそのＪＩ由を貝、体的に箟入して ください。

をてのＲまが １８ 歳に達する日以後最初の３ Ｊ１ ３１ 日を経；ａしたこ とにより 、Ｒま手肖の

受ぬ事由が消滅した場合、 このＳを提出するあ要はあ りません。

「生年」」日 」の欄は、受給者がま人である場合はＥ入する必Ｗはあり ません。

６の⑥は、Ｒ ｊｉｔ自 ｌｌ生き援９、委託又はＲまＳＳ祉施鼈等への入所お しく は入院が ２Ｊ４な

内の期回を定めて ｆｉわれたも ので ある 等一定のが件に該 ＭＩ する４合は該 肖せず、 この１１を

技１出す る必要は あり ませ ん。

必要があ ると きは、所要の変更又は調整を加 える こと がで きる。
受給資格者に周知する こと によ り、 注意事項を省略す るこ とができ る。


